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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び

に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
四
条
に
つ
い
て
の
新
た
な
特
別
の
措
置
に
関

す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号

（
衆

）

議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
日
米
両
国
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
に
か
ん
が
み
、
日
本
国
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
を
維
持
す
る
こ
と
に
伴
う

経
費
の
日
本
側
に
よ
る
負
担
を
図
り
、
日
本
国
に
あ
る
合
衆
国
軍
隊
の
効
果
的
な
活
動
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
十
七
年
二
月

以
来
日
米
両
国
政
府
間
で
交
渉
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
に
東
京
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
七
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
っ
て
い
る
ほ
か
、
こ
の
協
定
に
関
連
し
、
合
意
さ
れ
た
議
事
録
及
び
書

簡
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
国
は
、
二
○
○
六
年
及
び
二
○
○
七
年
の
日
本
国
の
会
計
年
度
に
お
い
て
、
日
本
国
に
雇
用
さ
れ
て
合
衆
国
軍
隊
等

の
た
め
に
労
務
に
服
す
る
労
働
者
に
対
す
る
基
本
給
、
地
域
手
当
、
乗
船
手
当
等
一
定
の
給
与
の
支
払
に
要
す
る
経
費
の
全

部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。
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二
、
日
本
国
は
、
二
○
○
六
年
及
び
二
○
○
七
年
の
日
本
国
の
会
計
年
度
に
お
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
等
が
日
本
国
で
公
用
の
た

め
調
達
す
る
、

公
益
事
業
に
よ
っ
て
使
用
に
供
さ
れ
る
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
及
び
下
水
道
、

を
除
く
暖
房
用
、
調
理

( )a

( )b
( )a

用
又
は
給
湯
用
の
燃
料
、
に
係
る
料
金
又
は
代
金
の
支
払
に
要
す
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
。

三
、
日
本
国
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
、
合
衆
国
が
合
衆
国
軍
隊
の
行
う
訓
練
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
施
設
及
び
区
域
を
使
用

、

。

す
る
よ
う
変
更
す
る
場
合
に

日
本
国
は
そ
の
変
更
に
伴
っ
て
追
加
的
に
必
要
と
な
る
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る

負
担
は
、
当
該
要
請
に
当
た
り
日
本
国
が
経
費
を
負
担
す
る
と
の
通
告
を
合
衆
国
政
府
に
対
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。

四
、
合
衆
国
は
、
前
記
一
、
二
及
び
三
の
経
費
の
節
約
に
努
め
る
。

五
、
日
本
国
は
、
毎
会
計
年
度
、
負
担
す
る
経
費
の
具
体
的
金
額
を
決
定
し
、
当
該
決
定
を
合
衆
国
に
対
し
速
や
か
に
通
報
す

る
。

六
、
日
米
両
国
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
き
、
日
米
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
協
議
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

七
、
こ
の
協
定
は
、
そ
の
承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
が
交
換
さ
れ
た
日
に
効
力
を
生
じ
、
二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
効
力
を
有
す
る
。
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な
お
、
合
意
さ
れ
た
議
事
録
で
は
、
前
記
一
に
掲
げ
る
給
与
に
は
、
一
九
八
七
年
一
月
三
十
日
に
署
名
さ
れ
た
日
米
地
位
協

定
第
二
十
四
条
に
つ
い
て
の
特
別
措
置
協
定(

一
九
八
七
年
六
月
一
日
発
効)

の
発
効
の
際
、
日
本
国
に
よ
る
負
担
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
部
分
を
含
ま
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
書
簡
に
お
い
て
は
、
前
記
五
に
い
う
具
体
的
金
額
の
決
定
に

つ
い
て
の
日
本
国
政
府
の
方
針
等
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
で
、
日
本
国
は
、
光
熱
水
料
等
に
関
し
、
概
算
要
求
額
の
算

定
の
際
、
施
設
及
び
区
域
の
外
側
に
あ
る
住
宅
の
た
め
の
調
達
実
績
を
算
入
し
な
い
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。


